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抄録 

近年発達障害だけでなく，多くの精神疾患が認識され始めている．特別支援が必要な生徒への療育

には専門家と保護者の連携が必要となり，就労を目指す生徒には適切なキャリア教育が必要である．

しかし，保護者と教員の意見の不一致や支援体制が不十分である等の課題は多い．一方，生徒の自立

を目指す特別支援教育は通常教育にも通じるものがあり，職業を意識した先駆的なキャリア教育を目

指す研究が行われてきている．これは，特別支援が必要な生徒の療育環境としての通常教育の可能性

が示されていると考えられる． 
 

１． はじめに 
 

特別支援教育とは，通常の教育のもとではその

能力を十分に発揮できない児童生徒に対し，学

習・生活について一人ひとりに適した支援を行う

学級・学校で行われる教育をいう． 
一方で，「大人の発達障害」という言葉が最近よ

く使われるようになったと肌で感じる．発達障害

とは，自閉症，アスペルガー症候群，注意欠陥・

多動性障害，学習障害などが含まれる総称的な病

名である[1]．どの疾患も症状は成長とともに乳幼

児期から現れるが，非特異的な症状で個人差も大

きい．必ずしも知的障害を伴うわけではなく，ま

た，複数の疾患概念にまたがるケースも多く，発

達障害の疑いが強いが診断を受けていない場合や，

また，必要な学習・生活上の支援も受けていない

ということも大いにありうる． 

このことは文部科学省も前提としており，文部

科学省が 2002 年に実施した「通常の学級に在籍す

る発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必

要とする児童生徒に関する調査」では，学習障害

（LD），注意欠陥多動性障害（ADHD），高機能自

閉症等，学習や生活の面で特別な教育的支援を必

要とする児童生徒が約 6.5％の割合で通常の学学

級に在籍している可能性が明らかになった[2]． 
2016 年 6 月に，自閉症などの早期発見などを定

めた改正発達障害支援法が成立したことが報道さ

れたが，そもそも発達障害者支援法がつくられた

のも 2005 年のことであり，比較的新しい．特別支

援教育の整備や，発達障害者支援法に関するこう

した流れが，つい最近の 10 年前から始まったこと

は，それまでの乳幼児〜思春期の者が抱える精神

面での障害に関する社会的認識の遅れを表してい

ると考える． 
このようないわゆる「見落とされていた病気」

は，発達障害だけではない．とりわけ，精神疾患

に多いが，中でもたとえば，境界性パーソナリテ

ィ障害に代表されるパーソナリティ障害という疾

患概念などは，現在に至るまでそれが疾患である

事自体があまり認識されていなかったと言える．

誤解を恐れずに言えば，「性格」と「病気」の間で

本人が苦しんでいるまま，何の手を差し伸べられ

ることなく見過ごされているという事があったで

あろう事は想像に難くない． 
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これらの精神疾患は，早期の発見と適切な対処

により，症状を改善したり，社会に適応できない

ことによる，うつ等の精神疾患の二次的な合併を

未然に防ぐことができることが期待されているも

のである[3][4]．そして，疾患を抱えている者に対し，

治療的な介入をおこないながら，個人の発達段階

に合わせた教育的支援を行うことを「療育」とい

う言葉を用いて表すことがある． 

療育は，専門家と保護者が連携して子どもの個

性や性格に合わせて行うものとされている．例え

ば，聴覚より視覚からの刺激がよく理解できる子

の場合，できない事をカードやイラストを利用す

ることなどがあげられる．その他，学校へ行くま

でに準備することなど，一日の流れをイラストに

してあげることで，時間の概念が理解できるよう

にすること，ご飯をたべる場所・寝る場所などを

区切って空間の概念を理解できるようにすること

などが，療育の具体例である[5][6]． 

ところが，特別支援学校・学級への抵抗は全く

なくなったわけではない．また，精神科への受診

行為自体に抵抗を感じる者もある．本人だけでは

なく両親などの周囲の大人の不理解が原因となる

ことも少なくないと考えられる． 

もともとの症状が軽度であったり，療育環境の

なかで成長とともに治療的に社会適応が可能にな

ってきたということから，たとえば高校進学や大

学進学，そして就職という選択が行われるとき，

こうした精神疾患を抱える者が「普通の人たち」

の中へ入っていくというポイントを通過する段階

が必ず存在する．教育的側面においては，小学校，

中学校，高等学校，大学とある中で，小中の連携・

中高の連携・高大の連携はすでに行政の配慮と努

力が行われている．しかし，就労という段階につ

いてはどうだろうか． 
特別支援教育においては，就労に関しても特別

なサポートが行われている．そして，通常学級に

おいても，文部科学省や教育委員会の定める進路

指導，職業指導が行われる．中高・大学教育にお

ける職業指導に関する研究はすでに多く行われて

いる． 
しかし，精神的障害を抱えながら通常の学級で

就職を目指す者に対し，現状の職業指導の枠組み

の中で，どこまで一人ひとりに配慮した指導がな

されるのかという疑問に十分に答えることのでき

る知見は乏しい． 

そこで，職業指導にあたる通常学級（あるいは

高等専門学校・大学など）の教員等が，こうした

特性をもつ生徒・学生に対しどのように配慮をす

べきであるのか，その基本的方向性のあり方を明

らかにすることが本稿の目的である． 
以下，本稿の構成について概要を述べる．特別

支援学級・学校で行われている教育のうち，特に

知的障害のある者に対しどのような指導がなされ

ているのかを検討し，その上で通常学級における

職業教育の現状を述べる． 

そして，双方の枠組の中間にあたる，発達障害

やパーソナリティ障害などの精神疾患を抱えなが

ら通常学級や高校・大学などで教育を受ける者が，

どういった配慮やサポートを必要としているのか

を考察する． 
 

２． 特別支援教育と就労支援 
 

この節では，知的障害を抱える生徒が就労を目

指した教育・キャリア教育を受けることについて，

具体的にどういった配慮が必要とされているのか

を明らかにする． 
 

（１）軽度知的障害をもつ生徒の高等部教育 

特別支援学校のうち，就労支援を行う「高等特

別支援学校」という名称を掲げている学校や，「高

等」という名称をつけてはいなくても，知的障害

の程度が軽度の生徒を対象として，卒業後の企業

就労を目指すとする学校は全国で 84 校あるとい

う（平成 25 年度 4 月 1 日現在）． 

これらの課程では職業教育中心の教育が実践さ

れている．職業学科が置かれている場合や，普通

科においてコース制を敷くなどして，実習を中心

とした体験的な学習を行っているという．作業の

内容としては，従来は農業・園芸や軽工業などの

生産や製作が多かったが，近年のわが国の産業構

造の変化を反映して，サービス業や福祉（家事援

助，介護）などの第三次産業が中心となっている
[8]． 

サービス業や介護では，必然的にコミュニケー

ション能力や意思表示，場に応じた対応などの，

人との関わりについての態度形成が求められる．

そのため，教程の中にコミュニケーション能力の

向上や人間関係の形成が到達目標として加えられ

ていることが多い．2009 年 3 月告示の（現行）特

別支援学校学習指導要領に，新たに「人間関係の

形成」を自立して行えるようにすることが区分と
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して追加されたのも，この情勢を反映してのこと

である[9]． 

同時に，同告示には「生徒の実態や地域の特性

に応じ，関係機関と連携し，産業現場等における

長期的な実習」が含まれ，キャリア教育の推進を

図ることが示された．従来も，特別支援教育にお

ける職業教育では，校外の企業・産業現場等にお

ける実習が重視されてきたが，近年は，企業等の

協力のもとに，より長期間にわたる実習や同じ実

習先での実習を繰り返し行い，学校側でも専門教

科を中心とした「デュアルシステム」による進路

学習システムを導入し，一定の成果を挙げている

ようである． 
知的障害特別支援学校高等部卒業者の卒業時点

における，平成 23 年の企業への就職率は障害が軽

度〜重度の者まで合わせて全国で 27,4％であった．

この数字は過去 10 年間で＋2.8％の微増傾向にあ

り，東京都では 40％前後を推移していて，就労率

40％以上を達成している都道府県は岡山，島根，

香川，鳥取のみであり，多くはない[10]． 

2013 年から民間企業（従業員 50 人以上）の障

害者の法定雇用率が2.0%に引き上げられたことが，

今後の就職率の向上に繋がることが期待されてい

る． 
 

（２）キャリア教育の実践理念 

知的障害特別支援学校におけるキャリア教育は，

「児童・生徒の実態に応じて，労働や就職・就労の

みにとらわれず，自分でやれることを増やしてい

こうとする態度・意欲（勤労観）をはぐくみ，自

らの生き方を主体的に考え，進路を適切に選択で

きる能力・態度（職業観）を障害の特性や発達に

応じて育成する教育のこと」と定義されている[11]． 

具体的には，東京都では教科「職業」において

４つの領域を目標として設定し，単元の学習内容

とこのキャリア教育の目標を関連付け実践へつな

げている． 
４つの領域とは，「人間関係形成能力」「情報活

用能力」「将来設計能力」「意思決定能力」である． 

たとえば単元の内容が「公共交通機関をつかう」

であれば，公共交通機関の利用方法，公共の場で

のマナーを学ぶことは人間関係形成能力，情報活

用能力に関連付けられ，余暇にも公共交通機関を

一人で利用できるように情報収集を行うという内

容であった場合は，情報活用能力，将来設計能力

の領域に関連付けられる． 

より進んだ段階では，「産業現場等における実習

事前学習」という単元では，産業現場における実

習の目標を自身で設定し，実習先，日誌の記入方

法，交通経路，持ち物・服装等を確認するという

ように，目標設定にウエイトが置かれ，４領域の

うち意思決定能力につよく関連付けられる指導が

なされるなどというように実践されている[12]． 
 

（３）キャリア教育推進の現状と課題 

知的障害教育におけるキャリア教育に関して，

ここ数年で急速かつ多様な形で実践と研究の報告

が積み重ねられてきた．北村は，①学校の教育実

践，②支援方法，③教員の意識，④教育課程，⑤

職業・就労の５つの枠組みについて先行研究をま

とめている．それぞれの課題として挙げられてい

るのが，①学校の教育実践に関しては，教育活動

の P（プラン）D（実践）C（評価）A（改善）サ

イクルのうち C と A に関しての検討が少ないと指

摘されており，根拠に基づく評価規準の必要性が

主張されている．②支援の方法に関しては，主体

的行動力，自己決定力，人間関係形成能力を育成

するための方法についての報告が豊富に展開され

ているとしながらも，具体的な技能のみならず，

生徒個人の意欲や興味，関心に配慮した支援方法

の充実が求められるとしている．③教員の意識に

関しては，キャリア教育推進の流れが急速に進行

していることによる不安や戸惑いが多く報告され

たとした上で，保護者と教員との意見の不一致や

保護者の意識形成ができていないこと，進路指導

担当教員を支援する体制が不十分であるという報

告を課題として取り上げている．④教育課程につ

いては，知識やスキルに代表されるような目の前

にある可視的な能力だけをみたり，障害特性や数

値的な評価だけを考えたりするカリキュラム編成

に陥ってしまうことに警鐘を鳴らし，本人の意識

や生きる力を高めることにも配慮すべきだとして

いた．⑤職業・就労に関しては，作業学習・現場

実習についての報告が多く見られたとし，学校教

育側の課題としては，本人の学習課題解決だけに

とどまらず，将来の課程や社会での生活を見通し

た指導が必要だとした[13][14]． 

また，名古屋らは，複数の継続した実証的研究

を通じて，知的障害教育に関する研究が高等部の

段階に偏ってしまっている現状や，職業訓練が目

先の技術だけの習得に終止してしまう可能性を指

摘し，小中高一貫にわたる軽度から重度といわれ
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る障害者すべての総合的な「自立」を目指した特

別支援教育のあり方についての具体的施策が積み

重ねられる必要があると結論している[15][16]． 

一方，松久らは学習障害（LD），注意欠陥多動

性障害（ADHD），高機能自閉症およびアスペルガ

ー症候群の高等教育機関（大学，短期大学や高等

専門学校が含まれる）における就学支援・就労支

援をやはりキャリア教育の視点から論じている．

この中で，実践的研究として行われた学生の「メ

モ」スキルの向上というプログラムで，会話など

の要点をまとめる，その場で聞いたことを理解す

るといったスタディスキル・ソーシャルスキルの

習得を目指していた．大学などにおける発達障害

を抱えた学生が，大学から特別な支援を受けられ

る環境はまだ少ないため，今後の研究の蓄積がま

たれる分野である[17][18][19]． 
 

（４）特別支援教育から通常教育へ 

本稿がこれまで論じてきたように，特別支援教

育は障害児者がその人なりに達成できる「自立」

を目指すために学習・生活のスキルを身につける

という目的意識で行われ，その方法論についても

多くの実践的研究が行われていることがわかった．

その教育理念は，障害を抱えている者にかぎらず，

通常教育を受けているすべての児童・生徒・学生

に通じるものがあると考えられる． 

特に，特別支援教育を受ける学生が，地域の企

業などの下で実習を通じて体験的学習を重視して

いることなどは，地域という共同体がその機能を

存分に発揮することへつながり，通常教育におけ

るキャリア教育にとっても示唆に富むと思われる
[20]． 
 

３． 通常教育におけるキャリア教育 
 

 わが国には，終身雇用と年功序列という特殊な

雇用慣行が存在しており，戦後日本の高学歴化と

あいまって職業教育ということに焦点があてられ

ずにいたと考えられる． 

 ところが，グローバル化と産業構造の変化，バ

ブル崩壊後の経済低迷により，雇用をめぐる状況

は一変したと言える．すなわち，外資系企業の日

本進出や，企業の合併吸収によるリストラクチャ

リングなどによって，就職する若者に求められる

能力は，高い学術的素養よりも，実戦に即した資

格やスキルが重視されるようになった． 

 しかし，特別支援教育の展開で見てきたように，

大学における職業教育「学生支援」はどちらかと

いうと福祉的であり，保健相談機能の色彩が強い

とされる[21]． 
 戦後の日本の大学におけるキャリア支援の歴史

的展開から，現在の大学におけるキャリア支援の

研究をまとめた谷田川の研究は，こうした日本の

大学の職業指導の遅れを厳しく指摘している[22]． 

 近年では，経団連の掲げる「求められる人材像」

として，①人間性，②独創性，創造性，③問題発

見，④グローバリゼーションへの対応能力，⑤リ

ーダーシップの５点を挙げ，大学側もこうした企

業の求める人材像を意識した教育を戦略的に行う

ようになった． 

 菊池教授による総括では，キャリアは心理，教

育に関する分野，産業，職業，労働，経済，経営

の分野，生涯発達・生涯学習の分野等々，関連す

る分野は多岐にわたり，課題意識を共有した学際

的分野として捉えられる必要があるという[23]． 
 その中で，職業心理学のあり方に関して，Osipow

の「職業心理学者たちは概念や方法を心理学の基

礎分野から引き出すことに十分なエネルギーを使

わず，その成果を基礎分野に十分還流させてもい

ない」という厳しい指摘を引用しながら，「学際領

域であるキャリア教育研究は，常にそれぞれの基

礎分野との関連をもちつつ研究をすすめることが

必要である」と結論している． 

 しかし，そのような中でも職業を意識した先駆

的なキャリア教育を目指す研究は存在する．本稿

では，回想展望法と反転授業によるキャリア教育

の一例を紹介する． 
 回想展望法とは，小さい頃から抱いてきた大き

くなったら何になりたかったか（希望職業）を回

想してリストを作成することを求め，そこに希望

職業の経歴の変化と一貫性を本人が読み取り，将

来の働き方や学び方，生き方を考える技法だとい

う．従来のキャリア発達への介入が，未来を扱う

ことが中心だったのと対照的に，回想展望法は過

去に注目する．その解釈には高度な心理学の知識

が必要であるためここでは深くは立ち入らないが，

自己の一貫性を本人が見つめなおす機会を与える

と結論付けられている[24]． 

 もうひとつの反転授業とは，英語で flipped 
classroom などというものであり，通常は学校で聞

く授業を自宅でビデオ学習して，授業をしていた

学校では課題解決やグループ授業を行うという，
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従来の授業形態を逆にしたような授業方法であり，

主体的学びの発展型と位置づけられている． 

 この興味深い反転授業におけるグループ学習等

での，自らチャレンジする，コミュニケーション

を取る，協調して作業するといったアクティビテ

ィが，新しいキャリア教育に通じると明快に関連

付けられている[25]． 
 

４． 考察 
 

 キャリア教育は，狭い意味での職業指導，つま

り技能や専門知識の習得という枠を超え，児童・

生徒・学生の主体性を重視し，自立を促す形で行

われるべきであることが明らかとなった．しかし，

それは通常教育における職業指導の歴史から自然

と生まれたものではなく，特別支援教育から強く

その思想を通常教育の立場が受け継ぐ形となって

いることがわかった． 

 しかし，それは同時に，通常教育の節でも見て

きたように，自分らしさだとか，主体的な学び，

コミュニケーションスキルなどを身につける機会

として学校教育が位置づけられ始めたことを意味

していると考える． 

 それは，本稿の冒頭でも触れたように，通常教

育の中にいる発達障害を抱えた者たちにとっても

社会的トレーニングの場が新たにもうけられたと

解釈することも可能ではないだろうか． 

 ただ，大切なのはどういった形であれ，教員や

指導者が，個々の児童〜学生を個性をもった人と

して認識しなければならないということである．

たとえば，反転授業について紹介した先の研究で

は，その実践の中でグループ課題を学生に課して

いるが，情報通信技術（ICT）を活用して，全員が

課題ビデオを視聴し終えているか，とか，予習課

題の提出を通じてその理解を確認したり，またグ

ループの編成にあたっては，事前テストを行い，

成績を考慮してグループ間で学びの程度に差がつ

かないようにすることなどの教員サイドでの細か

な配慮がなされていたことが印象的であった． 

 今回の研究では，通常学級における主体的学び

について，職業指導という側面から文献の検討を

行った．そのため，具体的方法について，例えば

KJ 法を用いるとか，PBL を導入するとか，検討に

値する他のさまざまな教育方法について触れるこ

とができなかった． 

 また，グローバル化する社会と，わが国の雇用

慣行が崩壊し，変化する社会の中で，他の国のキ

ャリア教育の現状を探訪し，よいところは積極的

に取り入れるべきであると思われるが，このテー

マについても今後の課題として譲らざるを得なか

った． 

 しかし，本稿は，特別支援教育の普遍的な人間

教育という意味での理念を再確認し，通常教育に

活かす余地があること，また，それは発達障害な

どの社会的コミュニケーションなどに困難を感じ

る学生の療育環境としての通常教育の可能性を確

認することができたという意味では，意義あるも

のとなったと考えたい． 
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Abstract 

Recently, not only developmental disorder, a lot of mental illness is beginning to be recognized. Cooperation 

between experts and parents are necessary for rehabilitation of the students with special needs, and appropriate 

career education is necessary for the students who aim to work. However, there are many issues, such as 
disagreement of opinion between parents and teachers and lack of sufficient support system. On the other hand, 

special education, which aims at self-reliance of the students, has something in common with normal education. 

Thus research has been conducted to aim at pioneering career education with conscious of profession. This is 
understood that a possibility of a normal education as a rehabilitation environment for the students who needs 

special support. 
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